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第 ９ 回   熊本県議会  決算特別委員会会議記録 

 

令和５年12月１日(金曜日) 

            午前10時24分開議 

                     午前10時34分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

１ 令和４年度一般会計、各特別会計、流

域下水道事業会計、病院事業会計及び企

業局３事業会計決算認定等について 

議案第35号 令和４年度熊本県一般会

 計歳入歳出決算の認定について 

議案第36号 令和４年度熊本県中小企

 業振興資金特別会計歳入歳出決算の

 認定について 

議案第37号 令和４年度熊本県母子父

子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出決

算の認定について 

議案第38号 令和４年度熊本県収入証

 紙特別会計歳入歳出決算の認定につ

 いて   

議案第39号 令和４年度熊本県立高等

 学校実習資金特別会計歳入歳出決算

 の認定について 

議案第40号 令和４年度熊本県港湾整

 備事業特別会計歳入歳出決算の認定

 について 

議案第41号 令和４年度熊本県臨海工

 業用地造成事業特別会計歳入歳出決

 算の認定について 

議案第42号 令和４年度熊本県育英資

 金等貸与特別会計歳入歳出決算の認

 定について 

議案第43号 令和４年度熊本県林業改

善資金特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 

議案第44号 令和４年度熊本県沿岸漁

 業改善資金特別会計歳入歳出決算の

 認定について 

議案第45号 令和４年度熊本県市町村

 振興資金貸付事業特別会計歳入歳出

 決算の認定について 

議案第46号 令和４年度熊本県高度技

 術研究開発基盤整備事業等特別会計

 歳入歳出決算の認定について 

議案第47号 令和４年度熊本県のチッ

 ソ株式会社に対する貸付けに係る県

 債償還等特別会計歳入歳出決算の認

 定について 

議案第48号 令和４年度熊本県公債管

 理特別会計歳入歳出決算の認定につ

 いて 

議案第49号 令和４年度熊本県国民健

 康保険事業特別会計歳入歳出決算の

 認定について 

議案第50号 令和４年度熊本県病院事

業会計利益の処分及び決算の認定に

ついて 

議案第51号 令和４年度熊本県電気事

業会計決算の認定について 

議案第52号 令和４年度熊本県工業用

水道事業会計決算の認定について 

議案第53号 令和４年度熊本県有料駐

車場事業会計利益の処分及び決算の認

定について 

議案第54号 令和４年度熊本県流域下

 水道事業会計決算の認定について 

２ 決算特別委員長報告について 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(12人) 

        委 員 長 髙 野 洋 介 

        副委員長 河 津 修 司 

        委  員 岩 下 栄 一 

        委  員 岩 中 伸 司 

        委  員 城 下 広 作 

        委  員 鎌 田   聡 

        委  員 吉 永 和 世 

        委  員 溝 口 幸 治 
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        委  員 西 山 宗 孝 

        委  員 池 永 幸 生 

        委  員 城 戸   淳 

        委  員 荒 川 知 章 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

 知事公室 

         公室長 内 田 清 之  

       政策調整監 神 西 良 三 

 総務部 

         部 長 平 井 宏 英  

首席審議員兼人事課長 磯 谷 重 和 

財政課長 臼 井 洋 介 

 企画振興部 

         部 長 富 永 隼 行  

  企画課長 小 川 剛 史 

 健康福祉部 

         部 長 沼 川 敦 彦 

    健康福祉政策課長 本 田 敦 美 

 環境生活部 

         部 長 小 原 雅 之 

      環境政策課長 枝 國 智 子 

 商工労働部 

         部 長 三 輪 孝 之 

      商工政策課長 池 永 淳 一 

 観光戦略部 

         部 長 原 山 明 博 

観光国際政策課長 櫟 本 麻 理 

農林水産部 

         部 長 千 田 真 寿 

 農林水産政策課長 藤 由   誠 

 土木部 

         部 長 亀 崎 直 隆 

監理課長 森 山 哲 也 

      下水環境課長 弓 削 真 也 

出納局 

  会計管理者兼出納局長 野 尾 晴一朗 

 企業局 

         局 長 竹 田 尚 史 

総務経営課長 馬 場 幸 一 

 病院局 

     病院事業管理者 竹 内 信 義 

総務経営課長 川 上 竜 也 

 教育委員会 

         教育長 白 石 伸 一 

教育政策課長 永 松 浩 史 

 警察本部 

         本部長 宮 内 彰 久 

    理事官兼会計課長 平 山 浩 之 

 人事委員会事務局 

         局 長 西 尾 浩 明 

       公務員課長 永 野   茂 

 労働委員会事務局 

         局 長 吉 野 昇 治 

    審査調整課長補佐 江 口 庸 子 

 議会事務局 

         局 長 波 村 多 門 

     次長兼総務課長 村 田 竜 二 

――――――――――――――― 

出納局職員出席者 

        会計課長 杉 本 良 一 

――――――――――――――― 

監査委員・同事務局職員出席者 

        監査委員 藤 井 一 恵 

         局 長 浦 田 隆 治 

首席審議員兼監査監 江 橋 倫 明 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 平 江 正 博 

       議事課主幹 石 野 公 浩 

――――――――――――――― 

  午前10時24分開議 

○髙野洋介委員長 それでは、ただいまから

第９回決算特別委員会を開会いたします。 

本日は、本委員会に付託されました各決算

関係議案の採決と閉会日に行う委員長報告に

ついて御審議をお願いいたします。 

早速、議案の採決に入りますが、議案第50
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号及び第53号につきましては、決算認定と併

せて、地方公営企業法第32条第２項の規定に

基づく利益の処分について議決を求める内容

となっておりますので、そのほかの議案と区

分してお諮りしたいと思います。 

それではまず、議案第35号から第49号ま

で、第51号、第52号及び第54号は、一括して

採決したいと思いますが、御異議ありません

か。 

(｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認め、一括

して採決いたします。議案第35号から第49号

まで、第51号、第52号及び第54号は、原案の

とおり認定することに御異議ありませんか。 

(｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

〇岩中伸司委員 35号だけ否認。すみませ

ん。 

 

○髙野洋介委員長  35号が……。 

 

〇岩中伸司委員  一般会計のこれだけ。それ

以外は……。 

(発言する者あり) 

○髙野洋介委員長  分かりました。それで

は、35号について反対とありましたけれど

も、35号につきまして、賛成の皆さんの挙手

をお願いいたします。 

(賛成者挙手) 

○髙野洋介委員長  ありがとうございます。

賛成多数によりまして、35号は原案のとおり

認定することに決定をいたしました。 

次に、残りの議案第36号から第49号ま

で、第51号、第52号及び第54号は、原案の

とおり認定することに御異議ありません

か。 

(｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認め、原案

のとおり認定することに決定いたしました。 

それでは、次に、議案第50号及び第53号

は、一括して採決したいと思いますが、御異

議ありませんか。 

(｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 御異議なしと認め、一括

して採決したいと思います。議案第50号及び

第53号は、原案のとおり可決及び認定するこ

とに御異議ありませんか。 

(｢異議なし」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長  御異議なしと認めます。

よって、議案第50号及び第53号は、原案のと

おり可決及び認定することに決定いたしまし

た。 

 次に、委員長報告についてお諮りいたしま

す。 

 ただいまから委員長報告案を配付させま

す。 

   (資料配付) 

○髙野洋介委員長 まず、章立てにつきまし

ては、前回の委員会でお諮りしたとおりでご

ざいます。 

 「第１ 審査方針」は、第２回委員会で御

了承いただいた内容を記載しております。 

 また、「第２ 決算の概要」では、各会計

の決算概要を簡単に記載しております。 

 「第３ 歳入確保と予算執行」、「第４ 施

策推進上改善または検討を要する事項等」に

つきましては、前回第８回の委員会で御承認

いただいた内容を記載しております。 

 「第５ 結論」は、本日の採決結果に沿っ

た内容となります。 

内容につきましては、担当書記から第８回

委員会から変更になった部分のみを説明する

こととしてよろしいでしょうか。 

(｢はい」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 それでは説明お願いいた

します。 

 

○平江議事課主幹 それでは、変更部分の説

明をさせていただきます。 

変更箇所は１か所になります。17ページを

お願いいたします。 
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第８回委員会のときにございました委員の

御意見に沿って修正をしております。 

二重取消し線を入れた部分は、修正前の文

言で、アンダーラインを入れた部分が修正後

の文言となります。 

教育委員会の修正後の全文を今から読ませ

ていただきます。 

(教育委員会) 

 12  いじめ事案については、学校側から教

育委員会への報告が遅れることがないよ

う連携を強化し、迅速かつ適切に解決に

向けて学校と教育委員会が協力するとと

もに、引き続き子供たちからの声に対し

ても的確に対応すること。 

以上です。 

 

○髙野洋介委員長 以上のように変更いたし

ましたので、委員長報告はこの案のとおりに

行うこととしてよろしいでしょうか。 

(｢はい」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 それでは、そのように取

り計らいます。 

 なお、軽微な文字の修正等がある場合は、

私に一任していただいてよろしいでしょう

か。 

   (｢はい」と呼ぶ者あり) 

○髙野洋介委員長 これで本委員会の審議は

全て終了いたしました。 

 ここで、執行部を代表して、野尾会計管理

者に御挨拶をお願いいたします。 

 

○野尾会計管理者 着座のまま失礼いたしま

す。執行部を代表いたしまして、一言お礼を

申し上げます。 

令和４年度決算認定につきましては、９月

定例会に議案を提出して以来、本委員会にお

きまして、髙野委員長、河津副委員長をはじ

め、委員の皆様方に熱心な御審議をいただき

ました。 

９回にわたる御審議の上、本日、一般会

計、特別会計及び公営企業会計の決算等につ

きまして、認定及び可決との御決定をいただ

き誠にありがとうございました。 

委員長報告の歳入確保と予算執行では、歳

入未済額につきまして、引き続き、貴重な自

主財源の確保と県民負担の公平、公正の維持

の観点から、費用対効果も踏まえ、効率的な

徴収の促進に取り組むようにと御指摘をいた

だきました。 

また、予算編成及び執行につきましては、

限られた財源をより効果的に活用するために

も、現場の状況を的確に把握し、さらに工夫

を重ねるようにとの御指摘をいただきまし

た。 

施策推進上改善または検討を要する事項等

におきましては、共通事項として２項目、各

部局別に11項目、計13項目において御指摘を

いただいておるところでございます。 

これらの御指摘、さらには、各部局の御審

議の過程で御指導いただきました事項に十分

留意しながら、適切な予算執行を図るととも

に、一層の財政健全化、財源確保に努めてま

いる所存でございます。 

委員の皆様方におかれましては、今後とも

よろしく御指導、御支援を賜りますようお願

い申し上げ、お礼の言葉とさせていただきま

す。 

誠にありがとうございました。 

 

○髙野洋介委員長 それでは、閉会に当たり

まして私のほうから御挨拶を申し上げます。

 本日まで、９回にわたりまして、決算特別

委員会を開催してまいりました。委員の皆様

方には熱心に御審議をいただき、また執行部

におきましては、丁寧な説明により審議に御

協力いただきまして、厚く御礼を申し上げま

す。 

先ほどの委員長報告でも触れましたけれど

も、今後も本県の財政運営につきましては、

新たな行政需要への対応も加わり、引き続き
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厳しい運営を強いられることが予想されてお

ります。 

このような中、令和４年度の各会計の決算

状況を審査し、各委員から多岐にわたる御発

言がございました。収入未済の解消や経費の

削減に努めるものはもとよりでございますけ

れども、議決された予算につきましては、目

的とする事業効果の発現に向けて、しっかり

と執行することで、あるいは、事業の一層の

充実を求めるものも多く出されたと思いま

す。 

また、職員の働き方改革につきましても、

今回の決算委員会の一つのテーマとして取り

上げさせていただきました。今後、無駄をな

くして、効率の高い行政活動を行っていただ

きたいと思いますし、それこそが県民サービ

スの充実、また、人材確保につながるものと

いうふうに思います。 

執行部におかれましては、委員長報告に取

り上げなかった意見も含めて検討をお願いす

るとともに、限られた人員で大変な中ではあ

りますけれども、ぜひとも、今後とも体には

気をつけられて、お願いをいたしたいという

ふうに思っております。 

最後になりますけれども、御協力いただき

ました委員の皆様、執行部の皆様方、そして

補佐していただきました河津副委員長に対し

まして、改めて心から感謝申し上げまして、

閉会に当たっての御挨拶といたします。お疲

れさまでした。 

これをもちまして第９回決算特別委員会を

閉会いたします。 

どうもありがとうございました。 

  午前10時34分閉会 
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